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平成２７年度文部科学省調達改善計画

平成２７年３月３１日

文部科学省

行政事業レビュー推進チーム

平成２７年１０月１日

一 部 改 正

「調達改善の取組の推進について」（平成２５年４月５日行政改革推進本部決定。以下「本

部決定」という。）及び「調達改善の取組の強化について（調達改善の取組指針の策定）」（平

成２７年１月２６日行政改革推進会議とりまとめ。以下「指針」という。）において作成す

ることとされた調達改善計画を以下のとおり定める。

本調達改善計画は、文部科学省における調達の適正性、透明性の確保、効率性の向上等

を目指し、調達に関する目標設定と結果の検証・評価を実施する体制を整備することによ

り、ＰＤＣＡサイクルによる調達改善を実現することを目的とする。

１．調達の現状分析

文部科学省（施設等機関、特別の機関及び外局を含む。）の平成２５年度における契

約実績は、契約件数23,055件、契約金額1,183億円であり、具体的には以下のとおりで

ある。

区 分 契約件数 契約金額

教育、研究開発等の委託契約 2,465件 692億円（59％）

教科書購入契約 277件 394億円（33％）

汎用的な物品・役務契約（高額契約） 492件 65億円（ 5％）

〃 （少額随契※） 19,797件 22億円 ( 2％)

公共工事 24件 10億円 ( 1％)

合 計 23,055件 1,183億円

※少額随意契約については係る件数・金額ともに概数の推計

２．改善の取組を実施する重点的分野

指針が策定されたことを受けて、指針に掲げられている「インターネット取引を活

用した調達」とともに、トータル・コストを重視した「委託事業で取得した物品に係

る事務手続の効率化」の取組を，特に重点的に推進するものとする。

また、上記の支出構造を踏まえ、法律に基づく手続により契約の相手方、金額が特

定される教科書購入契約を除き、支出額が大きいため改善の効果が大きいと見込まれ

る

（ア）教育、研究開発等の委託契約

（イ）汎用的な物品・役務契約

についても、重点的に改善の取組を実施するものとし、更に、
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（ウ）競争性のない随意契約、公益法人が一者応札・応募で連続して受注している契約

（エ）調達改善の充実を図るためのその他の取組

についても、改善の取組を実施するものとする。

３．調達改善の取組内容

［特に重点的に取り組む分野］

①インターネット取引（クレジットカード決済）を活用した調達の実施

規格や性能を担保できる電化製品等を主な対象として、インターネット取引（クレ

ジットカード決済）を活用した調達を実施し、経費及び事務コストの削減を図る。

なお、平成２７年度早期にインターネット取引の対象物品の選定並びに調達手続を

策定し、その後速やかにインターネット取引（クレジットカード決済）による調達の

実施を目指すものとする。

②委託事業で取得した物品に係る事務手続の効率化

委託事業で取得した物品について、委託事業終了後の事務手続（所有権移転手続、

無償貸付申請に係る承認手続等）についてアウトソーシングを実施し、事務の効率化

を図る。

なお、平成２７年度上半期はアウトソーシングする事務手続の精査を行うとともに、

仕様の策定等を実施し、平成２７年度下半期にアウトソーシングに係る契約の締結を

目指すものとする。

［重点的に取り組む分野］

（ア）教育、研究開発等の委託契約の見直し

①事前審査の実施

教育、研究開発等の委託契約のうち、文部科学省の施策目標毎の主要な事業（３

５事業）に含まれる委託契約について、引き続き外部有識者で構成する審査委員会

等により事前審査を行い、必要性、効率性、公平性、透明性、競争性の確保を図る。

（検証の観点）

○予算執行の必要性

・不要不急の調達となっていないか。

・事業の目的のために必要な調達であるか。

○予算執行の効率性

・他の方法での調達が考えられないか（競争性のない随意契約から一般競争契約等）。

・予定価格の積算は、市場価格を適正に反映しているか。

○予算執行の公平性

・仕様内容は適正か。正当な理由がなく競争参加資格の等級を限定したり、資格要

件に調達案件と同等の調達実績を課していないか。

・正当な理由がなく資格要件を特定の団体等に限定する等不必要な要件を設けてい

ないか。

・公告、公募は適切な方法でなされているか。

○予算執行の透明性

・入札の前に内容審査、技術審査をする場合、明確な審査基準があるか。また企画

競争の場合、企画提案書の明確な審査基準があるか。
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・競争性のない随意契約による場合は理由に妥当性があるか。

・天下り先などが優位になっていないか。

○予算執行の競争性

・仕様書は、競争を事実上制限するような内容となっていないか。

・公告、公募期間は十分な期間を確保できているか。

②公募情報の発信強化

教育関係機関や研究機関を主な対象とする事業のうち、企画競争によるものを中

心とした「公募情報」をホーム－ページ上に開設し、ホームページ閲覧者の利便性

に配慮するとともに、もって契約の公平性、透明性、競争性の向上に努める。

（イ）庁費類（汎用的な物品・役務）の調達の見直し

③共同調達・一括調達、競り下げの実施

会計検査院、金融庁との共同調達、施設等機関・特別の機関及び外局との一括調

達並びに競り下げを、関係機関と競争性や経済性を高めるための仕様の見直し等を

行いつつ、引き続き実施する。（※文部科学省では、調達需要のある全ての機関を対

象として一括調達を実施済。）

なお、共同調達・一括調達、競り下げの実施に当たり、定量的な目標をそれぞれ

以下のとおり定め、調達改善の取組をより一層推進するものとする。

［共同調達・一括調達］

・共同調達・一括調達を実施する案件に「図書」を新規導入し、目標実施数を１４

類型から１５類型に拡大して実施する。

・ガソリンの共同調達・一括調達については、価格変動条項を設定することにより、

年間契約へ移行し、事務手続の効率化を図る。

・競争性や経済性を高めるための仕様見直し等を行うことを目的に、関係機関の調

達担当者を構成員とする検討会を設置し、調達の改善を推進する。

○目標実施数 ：１５類型（４０６品目以上）

○削減目標金額：比較可能な物品等を対象に、共同調達・一括調達開始の前年度

と比較して約１割程度の削減を目指す。

［競り下げ］

・競り下げについては、引き続き９類型を対象に実施する。

○目標実施数 ：３０件

取組区分 調達改善の対象 備考

共同調達・ 事務用什器（書庫、収納棚、会議用テーブルなど）

一括調達、

競り下げ 事務用機器（強力パンチ、テプラ、電動消しゴムなど）

ＯＡ機器（ＩＣレコーダー、ＩＣカードリーダーなど）

家電（液晶テレビ、レコーダー、ポットなど）
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共同調達・ 事務用消耗品等（フラットファイルなど２９３品目）

一括調達

コピー用紙（Ａ３など４品目）

ガソリン（バイオガソリンなど２品目） 価格変動条項を盛り込

んだ年間契約に移行

配送

速記

複写機用消耗品（リコー機器用 ７０品目）

複写機用消耗品（ゼロックス機器用 １０品目）

複写機用消耗品（キャノン機器用 １９品目）

クリーニング

テープ起こし

図書（政官要覧など４品目）

競り下げ 梱包発送

印刷物

ＯＡ機器用消耗品

トナーカートリッジ（ゼロックス）

トナーカートリッジ（キャノン）

［継続的に取り組む分野］

（ウ）随意契約、一者応札・応募の見直し

競争性のない随意契約、公益法人が一者応札・応募で連続して受注している契約に

ついて、改善の取組を実施する。

①随意契約の見直し

ａ）競争性のない随意契約を行う案件について、個別案件毎に「公共調達の適正化

について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）」等に照らして、調達する
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財やサービスの価格の積算構造や価格動向等に関する情報収集等が行われている

か、真にやむを得ないものかどうかの検証を行うものとする。

検証は、内部監査組織において事前検証を行うとともに、外部有識者で構成す

る契約監視委員会等において事後検証を行う。

ｂ）上記個別案件毎のリスト（随意契約によることとした理由等を含む）を作成し、

四半期毎に結果を公表するとともに、省内内部部局及び外局等で情報共有を行う

ものとする。

ｃ）調達先が特定されている一部の調達案件を対象に、価格交渉を実施するととも

に、価格交渉を実施した事例について省内内部部局及び外局等に対して情報共有

を行うものとする。

②一者応札・応募の改善

ａ）一者応札・応募となった案件について、競争性を向上させる取組を実施する。

特に、公益法人※１が２年連続して一者応札・応募で受注している案件等を中心

に、個別案件毎に以下のプロセス及び観点から点検・見直し及び検証を行う。

（検証のプロセス）

（ⅰ）内部監査組織による事前検証

（ⅱ）調達担当局課による点検・見直し

（ⅲ）（ⅱ）の点検・見直し結果について、外部有識者で構成する契約監視委員

会等による事後検証

（検証の観点）※２

○競争参加資格の見直し

・競争参加の条件が、真に必要なものとなっているか。

・競争参加資格要件について、緩和することが可能か。

○仕様の見直し、明確化

・受注者を限定するような条件を求めるものとなっていないか（過度な受注

実績を求めていないか等）。

・過度に良質な性能を求めるものとなっていないか（同等品での対応が不可

能か等）。

・受注者に過度の負担（リスク）を求めるものとなっていないか。

・応札者（又は応募者）が業務量、負担するリスク等を明確に見積ることが

可能となっているか。

・仕様策定の体制は公平性、透明性が確保されているか。

○発注単位の見直し

・（事業の効率性を損なわない範囲で）専門性の必要な業務の分離が可能とな

っていないか。

・（事業の効率性を損なわない範囲で）事業規模の分割が可能となっていない

か。

○準備期間の確保

・新規参入者が技術者の確保等の準備に要する時間を確保できるよう、公告

時期の前倒し、発注予定の事前公表を行っているか。

・公告・公募の時期は適切か（計画的に早期執行を行っているか）。
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・公告・公募期間の長期化を行っているか。

○参入可能者の把握

・参入が可能と思われる事業者がどの程度存在するか調査・把握を行ってい

るか。

○調達情報の周知徹底

・業界団体との連携、各種広報ツール（HP、メールマガジン、業界紙への掲

載等）を活用した周知を行っているか。

○事業内容の理解促進

・新規参入者に事業の詳細な内容を周知するために、説明会の開催等を実施

しているか。

・過去における同一又は同類の事業に係る成果物や事業の実施に参考となる

資料等、事前の情報提供の充実を行っているか。

○情報収集

・一般競争入札において、入札説明会には参加したが入札には参加しなかっ

た業者に対し、その理由を確認するためのアンケート調査又はヒアリング

を実施・活用しているか。

（※1.公益法人とは、公益法人認定法により公益性の認定を受け、公益社団

法人又は公益財団法人となった法人の両者を指す。）

（※2.検証の観点については、別途「一者応札・応募の改善チェックリスト」

として会計業務マニュアルに掲載しているため、適宜活用すること。）

ｂ）上記個別案件毎の点検・見直しの結果を取りまとめて公表するものとする。

ｃ）外部有識者で構成する審査委員会等による事後検証の結果、特殊な技術や設備

等が不可欠であり、今後の調達においても特定の者だけが事業を実施し得ること

が見込まれるものについては、必要となる特殊な技術又は設備等を明示した上で

契約の相手方を公募する「随意契約事前確認公募」を実施し、当該技術等を有し

ている者がいないことを確認するものとする。

（エ）その他の取組

調達改善の充実を図るため、以下の取組について実施する。

調達改善の対象 調達改善の取組内容 調達改善の目標

ネットオークションの活用 ・ネットオークションを活用した不要物品の売り ・不要物品の売り払いに係る

払いを引き続き実施する。 事務の効率化を図る。

水道料金・ＥＴＣ料金支払 ・一部の出先施設の水道料金の支払にクレジッ ・支払に係る安全性の向上

の効率化 トカード決済を引き続き活用する。 を図る。

（※文部科学省の建物は、PFI事業者のとりま ・事務コストの低減を図る。

とめによる光熱水料の支払が行われているた

め、クレジットカード決済導入の余地がない）

・公用車のＥＴＣ料金の支払にクレジットカード

決済を引き続き活用する

出張旅費の効率化 ・ＳＥＡＢＩＳ（旅費等内部管理業務共通旅費 ・更なる旅費業務の効率化を

システム）導入による旅費業務の効率化を推 図る。
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進する。 ・事務コストの低減を図る。

・引き続き旅費のアウトソーサーによるチケッ

ト等手配業務を活用して割引航空券や出張パ

ック商品等の利用を促進する。特に２６年度

からアウトソースを開始した外国旅行におけ

る割引航空券等の手配の利用率を高めること

により、旅費の削減を推進する。

総合評価落札方式・企画競 ・評価項目、評価基準等の客観性や妥当性の検証 ・評価の透明性・公正性・公

争 を行う。 平性の確保を図る。

・総合評価落札方式・企画競争について、それぞ

れの業務マニュアルの更なる充実を図る。

・市場化テストを導入する調達案件を対象に、総

合評価落札方式の活用に努める。

国庫債務負担行為の活用 ・調達コストの低減や契約の適正化を図る観点 ・更なる国庫債務負担行為の

から複数年契約が適切と認められる案件を抽 活用に努める。

出し、国庫債務負担行為の適用条件を満たし

ているか検証を行うなど、国庫債務負担行為

の更なる活用に努める。

調達情報の提供・開示 ・新規競争参加者の確保を図るため、引き続き、 ・新規参入希望者へのサービ

調達予定情報を半期毎にホームページで公表す スの向上を図る。

る。 ・契約に係る透明性、競争性

・文部科学省の機関に加えて、独立行政法人、国 の確保を図る。

立大学法人等の調達情報を同一サイトに掲載す

ることにより契約の競争性の向上に努める。

・契約に係る透明性の確保を図るため、引き続き、

「公共調達の適正化について」（H18.8.25財務

大臣通知）に基づき、契約案件毎に、契約の相

手方、契約金額等の契約情報をホームページで

公表する。

ＣＩＯ補佐官の助言の活用 ・情報システムの調達に当たっては、仕様等につ ・契約に係る競争性の向上を

いてＣＩＯ補佐官の助言等の活用に努める。 図る。

オープンカウンター方式の ・少額の随意契約を行う案件のうち印刷製本を対 ・契約に係る競争性の向上を

導入 象に、大臣官房会計課の調達窓口において仕様 図る。

等を提示し、提出箱に自由に見積書を受付るこ

ととし、競争性、公平性の向上に努める。

コピー用紙の削減 ・両面印刷・集約印刷・モノクロ印刷（カラーコ ・コスト削減を図る。

ピーの抑制）を推進し、コピー用紙の削減に努

める。

定期刊行物等の縮減 ・定期刊行物、雑誌、新聞等について、引き続き、 ・コスト削減を図る。

調達数量の縮減に努める。

契約統計に係る集計業務等 ・各種契約統計に係る集計業務等のアウトソーシ ・事務の効率化を図る。

のアウトソーシング ングを実施し、事務の効率化を図る。

予算執行等に係る情報の公 ・予算執行に係る透明性の確保を図るため、引き ・予算執行に係る透明性の向

表 続き、「行政の透明性向上のための予算執行等 上を図る。

の在り方について」（H25.6.28閣議決定）に基
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づき、委託調査費、タクシー代等の執行状況を

適時にホームページで公表する。

省内の有益情報の共有 ・月毎の決算データ及び未執行額等について、定 ・予算の効率的な執行を図

期的に本省内部部局に情報提供を行い、予算の る。

効率的な執行を図る。

４．調達改善計画の推進体制

１）推進体制の整備

適切なガバナンスを発揮する観点から、文部科学省大臣官房長を総括責任者とす

る文部科学省の行政事業レビュー推進チーム（本計画において「チーム」という。）

が本計画を決定し、取組の総括を行う。

また、本計画の実務の推進を調達改善ワーキングチーム（本計画において「ワー

キングチーム」という。）が行う。

○ 行政事業レビュー推進チームの構成は次のとおり。

統括責任者 大臣官房長

統括責任者（代理） 大臣官房政策評価審議官

副統括責任者 大臣官房会計課長、大臣官房政策課長

メンバー 大臣官房人事課長

〃 大臣官房総務課長

〃 大臣官房国際課長

〃 大臣官房文教施設企画部施設企画課長

〃 生涯学習政策局政策課長

〃 初等中等教育局初等中等教育企画課長

〃 高等教育局高等教育企画課長

〃 科学技術・学術政策局政策課長

〃 研究振興局振興企画課長

〃 研究開発局開発企画課長

〃 スポーツ庁政策課長

〃 文化庁長官官房政策課長

〃 国立教育政策研究所研究企画開発部長

〃 科学技術・学術政策研究所総務研究官

○ 調達改善ワーキングチームの構成は次のとおり。

大臣官房会計課副長、大臣官房会計課総務班主査、大臣官房会計課監査班主

査、大臣官房会計課用度班主査、研究開発局開発企画課特別会計審査官、スポ

ーツ庁政策課課長補佐、文化庁長官官房政策課会計室室長補佐、国立教育政策

研究所会計課長、科学技術・学術政策研究所総務課長

２）外部有識者の活用

随意契約の見直し及び一者応札の改善等については、公共工事又は物品・役務等

の区分に応じ、それぞれ外部有識者からなる入札監視委員会（弁護士２名、公認会

計士１名、大学教授３名）又は物品・役務等契約監視委員会（弁護士１名、公認会

計士１名、大学教授３名）（本計画において「契約監視委員会等」という。）が原則
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として四半期毎に会合を開催し、事後検証を行う。

また、本計画の策定、及び５．に規定する自己評価の実施等の際には、契約監視

委員会等の委員に意見を求める。

３）内部監査の活用

随意契約の見直し及び一者応札の改善等の取組については、内部監査組織におい

て事前検証を実施する。

また、省内内部部局及び外局等を対象とした実地検査による事後検証を実施し、

その検証結果を会計監査報告書として取りまとめフィードバックするとともに、適

宜フォローアップ調査を行うこと等により、指導・改善の徹底、並びに情報の共有

化を図る。

なお、会計監査報告書の内容については、調達手続を含むその他のマニュアルと

ともに、省内掲示板に常時掲載することで、調達知識や能力の向上に資するものと

する。

５．進捗把握及び自己評価の実施

１）実施時期等

ワーキングチームは、調達担当局課からの報告を受けて、半期毎（上半期：４月

～９月、下半期：１０月～３月）に本計画の進捗状況を取りまとめ、チームに報告

する。

また、本計画の自己評価については、上半期終了後及び年度終了後に２）に定め

るところにより行う。

２）自己評価の方法

① ワーキングチームは、上半期終了後においては概ね１０月末までに、年度終了

後においては概ね翌年度５月末までにそれぞれの期間における取組実績（目標の

達成状況、調達の具体的な改善状況、契約監視委員会等による検証結果）につい

て取りまとめる。

② ワーキングチームは、上記取組実績をもとに、見直しによる効果、成果の達成

状況の観点から自己評価案を作成し、チームに報告する。

③ チームは、調達の改善状況を確認し、自己評価を決定するとともに、計画どお

りに実施されていないと判断した取組については原因を把握し、関係局課に改善

を指示する。

なお、自己評価結果には、実施した取組内容及びその効果、目標の達成状況、

実施において明らかになった課題、今後の調達改善計画の実施や策定に反映すべ

き事項等を盛り込む。

３）自己評価結果の公表

本計画の取組状況の自己評価は、ホームページにおいて公表するものとする。

６．人事評価への反映及び人材の育成

業績評価において、自身の担当する業務分野でコスト意識や業務改善に留意した目

標を設定可能な場合は、業績目標の設定を行い、本計画に係る取組が人事評価に適切
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に反映されるよう取り組むこととする。

また、調達の専門人材を育成するため、調達手法等を含めた会計研修を実施すると

ともに、外部有識者等の知見を活用した研修等を実施し、調達に関する知識や能力の

一層の向上に取り組むものとする。

なお、契約事務に関するマニュアル、チェックリスト等の更なる充実に取り組むこ

とで、調達改善の取組の情報やノウハウ等を蓄積し、共有化を図ることで、職員の調

達知識や能力の向上に資するものとする。

７．その他

１）取組状況等の公表

本計画に関する取組状況等は、ホームページにおいて公表するものとする。

２）計画の見直し

本計画については、本部決定及び指針の改定や進捗状況等を踏まえ、必要が生じ

た場合には、所要の見直しを行うものとする。

３）その他

本計画に定めるもののほか、計画の実施に関して必要な事項は、チームの統括責

任者が別に定める。


